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お知らせ Information

令
和
２
年
度　

採
用
試
験

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

職
員
採
用
試
験

募
集
職
種
＝
①
一
般
事
務
職
、
②
技
術

職（
電
気
）、
③
消
防
職

受
験
資
格
＝
①
、
③
平
成
６
年
４
月
２

日
～
平
成
15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

か
た

　

②
平
成
４
年
４
月
２
日
～
平
成
15
年

４
月
１
日
生
ま
れ
で
次
の
条
件
を
満

た
す
か
た

　

・
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
ま

た
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
教
育
施

設
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大
臣
の

認
定
を
受
け
た
か
た
で
、
電
気
工

学
に
関
す
る
学
科
に
お
い
て
、
第

７
条
第
１
項
各
号
の
科
目
を
修
め

て
卒
業
し
た
か
た
（
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
か

た
）
ま
た
は
第
三
種
電
気
主
任
技

術
者
免
状
取
得
者

※
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
か
た
お
よ
び

地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定
す
る

欠
格
条
項
に
該
当
す
る
か
た
は
受
験

で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数
＝
①
、
②
各
１
名
程
度　

③

７
名
程
度

試
験
日
＝
１
次
試
験　

10
月
18
日
㈰

　

（
教
養
・
作
文
試
験
）

※
２
・
３
次
試
験
は
11
月
予
定

受
験
案
内
・
申
込
書
＝
８
月
３
日
㈪

～
８
月
31
日
㈪
ま
で
児
玉
郡
市
広
域

市
町
村
圏
組
合
総
務
課
で
配
布
し
ま

す
。
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
郵
送
請
求
の
場
合
、
封
筒
の
表
に

「
職
員
採
用
試
験
申
込
書
請
求
」
と

朱
書
き
し
、
返
信
用
封
筒
（
角
２

の
封
筒
に
住
所
・
氏
名
を
記
入
し
、

140
円
切
手
を
貼
付
）
を
同
封
し
て

く
だ
さ
い
。

受
付
方
法
＝
持
参
ま
た
は
郵
送

受
付
期
間
＝
８
月
11
日
㈫
～
８
月
31
日

㈪
（
郵
送
の
場
合
、
必
着
）

送
付
先
・
問
合
せ
＝

　

〒
367
‐
０
０
２
４

　

本
庄
市
東
五
十
子
１
５
１
‐
１　

　

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合　

総

務
課　

☎
27
‐
２
２
４
１

火
事
を
防
ぐ
た
め
に

防
火
管
理
講
習
会
を

開
催
し
ま
す

　

学
校
、
病
院
、
工
場
、
事
務
所
、
店

舗
そ
の
他
多
数
の
者
が
出
入
し
、
勤
務

し
、
ま
た
は
居
住
す
る
建
物（
収
容
さ

れ
る
者
の
数
が
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど

の
社
会
福
祉
施
設
な
ど
は
10
人
以
上
、

不
特
定
の
者
を
収
容
す
る
建
物
は
30
人

以
上
、
そ
の
他
の
建
物
は
50
人
以
上
）

に
は
、
消
防
法
で
定
め
る
資
格
を
有
す

る
防
火
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
収
容
人
員
３
０
０
人
以
上
の
店

舗
な
ど
の
防
火
管
理
者
は
、
５
年
ご
と

に
再
講
習
を
受
講
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

講
習
日
時
＝

　
【
新
規
講
習
】

　

第
１
回
：
12
月
８
日
㈫
・
９
日
㈬

　

第
２
回
：
令
和
3
年
１
月
26
日
㈫
・　
　

27
日
㈬

　

第
３
回
：
令
和
３
年
３
月
16
日
㈫
・

17
日
㈬

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
50
分

　
【
再
講
習
】

　

10
月
21
日
㈬

　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
40
分

定
員
＝
各
回
30
名

費
用
＝
新
規
講
習
４
、０
０
０
円　

再

講
習
２
、０
０
０
円（
教
材
費
）

会
場
＝
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部　

多

目
的
ホ
ー
ル

申
込
窓
口
＝
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部

　

予
防
課

申
込
方
法
＝
申
込
書（
消
防
本
部
お
よ

び
各
消
防
署
で
配
布
、
ま
た
は
児

玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
新
着
情
報
か
ら
様
式
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
）に
証
明
写
真（
縦
2.5�

cm
×
横

2.0�

cm
）を
貼
付
し
、
直
接
窓
口
へ
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

※
申
込
期
間
な
ど
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部　

予
防
課　

☎
24
‐
８
３
９
２

お
知
ら
せ

「
募
集
」「
イ
ベ
ン
ト
」「
お
知
ら
せ
」
な
ど

暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

Inform
ation

Inform
ation

国
家
を
守
る
、
公
務
員

２
０
２
０
年
度

自
衛
官
募
集
案
内

募
集
職
種
＝
①
航
空
学
生　

②
一
般
曹

候
補
生　

③
自
衛
官
候
補
生

受
付
期
間
＝
①
、
②
７
月
１
日
㈬
～
９

月
10
日
㈭　

③
８
月
18
日
㈫
ま
で

受
験
資
格
＝
①
《
海
》
高
等
学
校
を

卒
業
し
て
い
る
、
ま
た
は
卒
業
見
込

み
の
18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
か
た
。

《
空
》
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
、

ま
た
は
卒
業
見
込
み
の
18
歳
以
上
21

歳
未
満
の
か
た
。
②
、
③
高
等
学
校

を
卒
業
し
て
い
る
、
ま
た
は
卒
業
見

込
み
の
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
か
た
。

試
験
日
＝
①
９
月
22
日
㈫　

②
９
月
18

日
㈮
～
20
日
㈰　

③
８
月
22
日
㈯

※
①
は
２
・
３
次
試
験
あ
り　

②
は
２

次
試
験
あ
り

※
一
部
期
日
な
ど
で
変
更
が
あ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部　

熊
谷
地
域
事
務
所

　

☎
0
4
8
‐
5
2
2
‐
4
8
5
5

試
験
日　

11
月
29
日
㈰

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

共
通
試
験

受
験
資
格
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
か
た

①
高
等
学
校
の
土
木
工
学
科
ま
た
は
こ

れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
了
し
て
卒

業
し
た
か
た

②
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
か
た
で
、
排

水
設
備
工
事
な
ど
の
設
計
ま
た
は
施

工
に
関
し
、
１
年
以
上
の
実
務
経
験

を
有
す
る
か
た

③
排
水
設
備
工
事
な
ど
の
設
計
ま
た
は

施
工
に
関
し
、
２
年
以
上
の
実
務
経

験
を
有
す
る
か
た

④
①
～
③
に
準
ず
る
か
た

※
詳
し
く
は
、
受
験
案
内
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

試
験
日
＝
11
月
29
日
㈰

試
験
会
場
＝
聖
学
院
大
学（
上
尾
市
戸

崎
１
‐
１
）

受
付
期
間
＝
８
月
24
日
㈪
～
９
月
30
日

㈬
必
着

申
込
方
法
＝
郵
送（
詳
細
は
受
験
案
内

を
参
照
）

受
験
料
＝
１
０
、０
０
０
円

受
験
案
内
＝
８
月
24
日
㈪
か
ら
役
場
建

設
水
道
課
窓
口
に
て
配
布

☆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
か
ら
、
試
験
会
場
を
変
更
も
し
く

は
試
験
を
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
際
は
、
受
験
者
に
別
途
ご

連
絡
し
ま
す
。

問
合
せ
＝
建
設
水
道
課　

上
下
水
道
係

　

☎
76
‐
１
１
１
６

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
相
談
を
‼

埼
玉
県
旧
優
生
保
護
法
一
時
金

受
付
・
相
談
窓
口

　

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
き
、
昭
和
23

年
９
月
11
日
か
ら
平
成
８
年
９
月
25
日

の
間
に
優
生
手
術
を
受
け
た
か
た
に
一

時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
や
手
続
き
の
確
認
な
ど
に
つ

い
て
は
、
埼
玉
県
の
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
４
８
‐
８
３
１
‐
２
７
７
７

（
午
前
９
時
～
午
後
５
時　

土
日
・

祝
日
を
除
く
）

埼 玉 県 ホ ー ム ペ ー
ジＱＲコード

コバトン

　さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合
会は、子どもをめぐる様々な人権問題へ取り組む
ため、全国一斉「子どもの人権110番」強化週間と
して、通常の受付時間を延長するなどし、一人で
も多くの子どもたちから専用相談電話による相談
を受け付けます。

期間＝８月28日㈮～９月３日㈭
　午前８時30分～午後７時

※８月29日㈯・８月30日㈰は午前10時～午後５時
電話番号＝☎0120-007-110（全国共通・無料）

※ＩＰ電話からは接続できません。
相 談担当者＝法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合

会子ども人権委員会委員

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間です！

８月28日㈮～９月３日㈭


